
運行管理者試験の申請サービスのお知らせ

時間がない方にオススメ
『おまかせ申請サービス』

●　　　　　　おまかせ申請サービスとは･･･　　　　　　●
● ‌�書面申請の受付開始よりも10日早く、

しかも、締切日より約1週間長く受験申
請ができます。

● ‌�あなたはデスクにおまかせ申請書等を郵
送するだけ

　 ‌�あとは私どもが電子申請手続きを行い
ます。

● ‌�申請費用の支払いは、ご希望のコンビニでできます。
　 （申請費用の内訳は、裏面を参照）

申請期間 平成30年10月29日（月）～12月6日（木）（当日消印有効）

●　　　　　　 おまかせ申請サービスの流れ　　　　　　 ●
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安心で便利に運行管理者試験の受験申請ができる
『おまかせ申請サービス』をぜひご利用ください

いつの試験 ? 平成 30 年度 第 2 回運行管理者試験
（試験日 : 平成 31 年 3 月 3 日（日））

申請期間は ? 平成30年10月29日～12月6日（当日消印有効）

何をして
くれるの ?

試験申請受付期間内において、申請書をおまかせ申請デスク（運行管理者試験センター内）に
送付すると、電子申請による試験申請の申込みを行います。 
あなたは、後日、コンビニで受験手数料等を払い込むだけです。

添付書類は ?

①証明用写真
６ヵ月以内に撮影されたもので白黒又はカラーのどちらか１枚

②受験者を証明する書面
自動車運転免許証（写）、住民票（写）（マイナンバーの記載がないもの）、マイナンバーカード

（写）（マイナンバーの記載がない表面のみ）のどれか１つを提出
③受験資格を証明する書面

基礎講習修了証（写）等又は実務経験証明書（１年以上の実務の経験）

申請費用は ?
（一人当り）

◦受験手数料 6,000 円（非課税）
◦おまかせ申請に係る費用 2,000 円（税込）
◦システム利用料 648 円（税込）
◦採点結果通知を希望される方は、採点結果通知手数料 216 円（税込）が別途必要です。

受付完了の
お知らせは？

・�「おまかせ申請書」の受付を完了したときには、申請の受付完了と入金案内等の通知書を郵送
します。

・‌�コンビニでの受験手数料等の支払期間は、支払い通知書に記載されています。平成 31 年 1
月 8 日（火）午後 11 時 59 分（厳守）までにお支払い頂けない場合、受験することができません。

おまかせ申請書を入手する方法は、次の3つから選択して下さい。電話による請求はできません。
おまかせ申請デスクへの①～③の請求期限は、12 月3 日（月）17 時 00 分までです。

①スマートフォン等からの申込方法：‌�運行管理者試験センターで検索し、ホームページからサイトに入ることができます。
②ＦＡＸ送信による申込み方法：下記の送付申込書（自宅か会社のいずれかを選択し記載）をご送付下さい。
③トラック協会、バス協会、ハイヤー・タクシー協会等の窓口で直接入手する方法：事前に各協会等へお問合せ下さい。

以下の申込書に記載の上、０３ー６８０３ー４３２８ に FAX して下さい。
「おまかせ申請書」の送付申込書

【自宅宛に送付を希望する場合】

１．送付部数　　　　　　　　部
２．送付先
　　氏名（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（日中連絡が可能な電話番号を記載して下さい。）

３．ご住所　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　※マンション名、アパート等の名称及び部屋番号まで記載して下さい。

【会社宛に送付を希望する場合】

１．送付部数　　　　　　　　部
２．送付先
　　ご担当者の氏名（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　 　

　　会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．会社住所　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　※ビル名等の名称、階数まで記載して下さい。

おまかせ
申　請
依頼先

おまかせ申請デスク  （（公財）運行管理者試験センター内）
〒 105-0012  東京都港区芝大門 1 丁目 16 番地 3 号 芝大門 116 ビル 7F

TEL：03-6803-4327  FAX：03-6803-4328
ホームページ : http://www.unkan.or.jp/


